
 1 / 4 

 

業務仕様書 

 

 

１．業務名 

令和８～１０年度 広島高速自家用電気工作物点検業務 

 

２．業務場所 

広島市東区温品一丁目外 

 

３．目的 

本業務は、発注者の定める保安規程に基づき、発注者が設置した自家用電気工作物の定期的な

点検、測定及び試験（以下、「点検業務」）を行い、その結果を発注者に報告するものである。 

 

４．業務期間 

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

５．委託対象自家用電気工作物の概要 

点検を委託する自家用電気工作物の概要は、別紙１「委託自家用電気工作物の概要」のとおり

とする。この他に、広島高速５号線における受変電設備１事業場の点検業務を委託することにつ

いて予定している。この場合、変更契約の対象とする。 

 

６．委託業務の内容 

(１) 受注者が実施する点検業務は、次の各号によるものとする。 

ア 受注者は、発注者の事業場における業務を行う際に、その身分を示す証明書を常に携帯し、

発注者に対しその身分を示す証明書を提示するものとする。ただし、緊急の場合は、この限り

でない。 

イ 受注者は、自家用電気工作物の技術基準への適合状況を確認するため、定期的な点検、測定

及び試験を行い、その結果を発注者に報告すること。 

ウ 受注者は、電気事故が発生し又は発生するおそれがある場合において、発注者若しくは電力

会社等より通知を受けたときは、事故・故障の状況に応じて臨時点検を行い、その結果を報告

すること｡ 

エ 業務実施時において、受注者が故障若しくは異常を発見した場合は、速やかに必要な応急処置と

共に監督職員に報告すること。 

(２) 受注者は、公社の定める保安規程に従うものとする。 

 

７．点検の頻度及び点検項目 

６．（１）に定める受注者が定期的に行う点検の頻度及び点検項目は、保安規程によるものと

する。 

ア 月次点検（設備が運転状態中の状態において点検を実施するもの） 

毎月１回（令和８年４月から令和１１年３月までの年次点検実施月を除く３３回） 
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イ 年次点検（主として停電により設備を停止状態にして点検を実施するもの） 

毎年１回 

ウ 臨時点検（電気事故その他異常の発生したときや、異常が発生する恐れがあると判断した

ときに点検を実施するもの） 

必要の都度 

エ 工事期間中の点検（設備が運転状態中において点検を実施するもの） 

工事期間中において必要の都度(２) 低圧電路の絶縁状況の的確な監視が可能な装

置を有する需要設備については、警報発生時（警報動作電流（設定の上限値は50mA

とする）以上の漏えい電流が発生している旨の警報を（以下「漏えい警報」とい

う。）連続して５分以上受信した場合又は５分未満の漏えい警報を繰り返し受信し

た場合をいう。以下同じ。）に受注者は、次の(オ)及び(カ)に掲げる処置を行うこ

ととする。 

オ 警報発生の原因を調査し、適切な処置を行う。 

カ 警報発生時の受信の記録を３年間保存する。 

 

８．発注者及び受注者相互の通知義務 

(１) 発注者は次の各号のいずれかに該当する場合は、その具体的内容をただちに受注者に通知す

る。 

ア 電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合 

イ 経済産業大臣が電気関係法令に基づいて検査を行う場合 

ウ 電気工作物の保安に関する書類を経済産業大臣に提出する場合 

エ 電気工作物の設置又は変更の工事を計画する場合並びに施工する場合及び工事が完成した

場合 

オ 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対して電気工作物の保安に関する必要な事

項を教育し、又は演習訓練を行う場合 

カ 平常時及び事故その他異常時における運転操作について定める場合 

キ 非常災害に備えて電気工作物の保安を確保することができる体制を整備する場合 

ク 責任分界又は需要設備の構内を変更する場合 

ケ 電気の保安に関する組織を変更する場合 

コ 代表者、事業場の名称又は所在地に変更があった場合 

サ 電気工作物に近接して電気工作物以外の作業を行う場合 

シ その他必要な場合 

(２) 受注者は、次の各号に掲げる事項を発注者に通知するものとする。 

ア 受注者の執務時間内における受注者への連絡方法 

イ 受注者の執務時間外における受注者への連絡方法 

ウ その他必要な事項 

９．業務責任者の資格等 

受注者は、業務責任者に第３種電気主任技術者免状を有する者をあてるものとする。 

 

１０．記録の確認 

発注者は、点検業務の結果について業務責任者から報告を受け、その記録を確認する。また、
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発注者及び受注者の双方において３年間保存する。 

 

１１．損害賠償の能力 

受注者は、この契約の実施にあたって、故意又は過失による発注者又は第三者に与える恐れが

ある損害（発注者又は第三者の感電、点検に伴う機器の損傷、停電による業務の障害等）に対し

て十分な賠償能力を有すること。 

 

１２．安全管理 

（１）安全の確保 

業務の実施にあたっては、労働安全衛生規則、電気事業法等の関連法規を遵守し安全の確保に

努めなければならない。 

（２）単独作業の禁止 

高圧回路の停電、送電操作を伴う作業、高圧近接作業、又は高所作業を行う場合は、安全確保

のため監視者を配置し、複数名で作業を実施するよう努めること。 

（３）防具、保護具の使用 

高圧近接作業を行う場合は適正な絶縁用防具、絶縁用保護具を使用しなければならない。（労

働安全衛生規則第３４２、３４３条） 

絶縁用防具、絶縁用保護具は６ヶ月に１回以上定期的に自主検査を実施し、異常のないことを

確認したものを使用すること。（労働安全衛生規則第３５１条） 

また、その記録は「発注者」の求めがあったとき、直ちに開示しなければならない。 

（４）労働災害総合保険等への加入 

受注者は、予想される高電圧、高所作業等における労働災害事故に備えて労働者災害補償保険

に加入するものとする。 

 

１３．機械器具の管理 

（１）測定器の校正・誤差試験 

業務に使用する次の測定機器（継電器試験装置、絶縁耐力試験装置に組み込まれた交流電圧計、

電流計も含む。）は国家基準を満足した方法で校正・誤差試験を実施すること。 

ア 交流電圧計 

イ 交流電流計 

ウ 絶縁抵抗計 

エ 接地抵抗計 

（２）校正・誤差試験結果の記録等 

(２)の測定機器の校正・誤差試験の周期は１年未満とし、その試験結果の記録を台帳管理する

とともに、発注者から求めのあったときは直ちに開示するものとする。また、合格品には校正試

験合格シールを貼付し、その中に実施日を明示すること。 

 

１４．報告事項等 

（１）事前承諾書類 

受注者は、あらかじめ発注者に対し、次の書類を提出してその承諾を得なければならない。（変

更があった場合も同様とする。） 
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ア 業務責任者及び業務従事者の氏名及び資格等を証する書類の写し 

イ 所有機械器具一覧表（校正、誤差試験記録含む） 

ウ 所有機械器具・絶縁用防具・絶縁用保護具一覧表（耐圧試験記録含む） 

エ 損害賠償保険に加入している場合は、その保険証の写し 

オ 労働災害総合保険証等に加入している場合は、その保険証の写し 

（２）業務計画書 

受注者は、契約締結後速やかに業務計画書を提出して、発注者の承認を受けなければならない。

なお、業務計画書には、次の事項を記載するものとする。 

ア 業務内容 

イ 全体工程表 

ウ 履行体制 

エ 安全管理 

オ 報告 

月間計画書は、前月の２３日まで（契約を締結した月において、２３日を過ぎている場合は、

契約締結後速やかに）に提出し、発注者の承認を受けなければならない。また、年次点検を計画

する場合、年次点検当日のスケジュールや手順等を記載した計画書を別途提出し、発注者の承認

を受けなければならない。 

（３）委託業務実施報告書 

受注者は、発注者に対して委託業務実施報告書を提出すること。 

報告書の提出時期は以下の３回を予定する。変更する必要があると認めた場合は別途協議する。 

※点検報告書は１ヶ月毎に提出すること。 

１回目：令和９年３月（令和８年４月から令和９年３月までの業務完了分） 

２回目：令和１０年３月（令和９年４月から令和１０年３月までの業務完了分） 

３回目：令和１１年３月（令和１０年４月から令和１１年３月までの業務完了分） 

 

１５．費用の負担等 

業務を行うために要する費用のうち、次のもの以外は全て受注者の負担とする。 

   ※道路使用許可等の申請費も受注者の負担とする。 

   ア 電気料及び水道料 

イ 小修繕において取替等で必要となる機材部品 

 

１６．その他 

疑義について 

本業務仕様書、契約書等に明記されていない事項、又は疑義の生じた事項については、監督職

員と協議して決定するものとする。 



（別紙１）

自家用電気工作物の概要

1 事業場の名称 広島高速道路公社(本社)

所 在 地 広島市東区温品一丁目

設 備 容 量 １０５０ｋVA

最 大 電 力 ２２９kW

受 電 電 圧 ６，６００V

予 備 発 電 機 ６，６００V／５００ｋVA　　１台

盤 面 数 １３面

高 圧 変 圧 器 ７台

直流電源装置等 １台

換 算 係 数 1.6

2 事業場の名称 高速１号線（福田電気室）

所 在 地 広島市東区福田町字高山

設 備 容 量 ２００ｋＶＡ

最 大 電 力 ９６kW

受 電 電 圧 ６，６００V

予 備 発 電 機 ２２０Ｖ／１２５ｋＶＡ　　１台

盤 面 数 ９面

高 圧 変 圧 器 １台

直流電源装置等 １台

換 算 係 数 0.8

3 事業場の名称 高速１号線（馬木電気室）

所 在 地 広島市東区馬木町洗川２２９２

設 備 容 量 ４０５ｋＶＡ

最 大 電 力 ８８kW

受 電 電 圧 ６，６００V

予 備 発 電 機 ４１５Ｖ／２００ｋＶＡ　　１台

盤 面 数 １５面

高 圧 変 圧 器 ４台

直流電源装置等 １台

換 算 係 数 1.0

4 事業場の名称 高速１号線（温品料金所）

所 在 地 広島市東区温品町

設 備 容 量 ３０kVA

受 電 電 圧 ２００Ｖ（従量電灯）

予 備 発 電 機 ２００V／３０ｋVA　　24kW １台

直流電源装置等 －

換 算 係 数 0.18

1　／　3



（別紙１）5 事業場の名称 高速１号線（金剛寺山トンネル）

所 在 地 広島市東区温品町

設 備 容 量 ２６kVA

受 電 電 圧 ２００V（従量電灯）

予 備 発 電 機 ２２０V／３８ｋVA　　30kW １台

直流電源装置等 －

換 算 係 数 0.18

6 事業場の名称 高速２号線（府中電気室）

所 在 地 安芸郡府中町大須一丁目７番

設 備 容 量 ３００ｋVA

最 大 電 力 ８６kW

受 電 電 圧 ６，６００V

予 備 発 電 機 ４６０V／２００ｋVA　　１台

盤 面 数 １３面

高 圧 変 圧 器 １台

直流電源装置等 １台

換 算 係 数 0.8

7 事業場の名称 高速２号線（東雲電気室）

所 在 地 広島市南区東雲三丁目１番

設 備 容 量 ３００ｋVA

最 大 電 力 ９３kW

受 電 電 圧 ６，６００V

予 備 発 電 機 ４６０V／２００ｋVA　　１台

盤 面 数 １２面

高 圧 変 圧 器 １台

直流電源装置等 １台

換 算 係 数 0.8

8 事業場の名称 高速３号線（宇品電気室）

所 在 地 広島市南区宇品海岸三丁目３－４

設 備 容 量 ３００ｋVA

最 大 電 力 １２５kW

受 電 電 圧 ６，６００V

予 備 発 電 機 ４４０V／２００ｋVA　　１台

盤 面 数 １２面

高 圧 変 圧 器 １台

直流電源装置等 １台

換 算 係 数 0.8

2　／　3



（別紙１）9 事業場の名称 高速３号線（出島電気室）

所 在 地 広島市南区出島一丁目２７

設 備 容 量 １５０ｋVA

最 大 電 力 ６２kW

受 電 電 圧 ６，６００V

予 備 発 電 機 ４６０V／１２５ｋVA　　１台

盤 面 数 １１台

高 圧 変 圧 器 １面

直流電源装置等 １台

換 算 係 数 0.8

事業場の名称 高速３号線（江波電気室）

所 在 地 広島市中区江波二本松一丁目

設 備 容 量 ２００ｋVA

最 大 電 力 １３５kW

受 電 電 圧 ６，６００V

予 備 発 電 機 ４６０V／１５０ｋVA　　１台

盤 面 数 １１面

高 圧 変 圧 器 １面

直流電源装置等 １台

換 算 係 数 0.8

事業場の名称 高速４号線（沼田電気室、集塵機電気室、中広電気室）

所 在 地 広島市安佐南区大塚東町１９３２外

設 備 容 量 ２，０００ｋVA

最 大 電 力 ５００kW

受 電 電 圧 ６，６００V

予 備 発 電 機 ６，６００V／７５０ｋVA　　１台

盤 面 数 沼田　２６面、集塵機　８面、中広　２０面

高 圧 変 圧 器 沼田　５台、集塵機　２台、中広　３台

直流電源装置等 ３台

換 算 係 数 2.2

10
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供　　　用　　　区　　　間

事　　　　　業　　　　　中

都計済(アセス手続完了含む)
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広島高速道路公社電気保安規程 

（公社専任） 
（高速１号線（馬木電気室）） 

（高速１号線（温品料金所）） 

（高速 1号線（金剛寺山トンネル）） 
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令和８年 

広島高速道路公社 
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第 1 章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号。以下「法」という。）第 42 条第 1

項の規程に基づき広島高速道路公社（以下「公社」という。）が所管する施設における電気工作物

の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、必要な事項を定めるものとする。 

（細則の制定） 

第２条 この規程を実施するため必要と認められる場合には、別に細則を定めるものとする。 

（規程等の改正） 

第３条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定あるいは改正にあたっては、電気主任技術者参

画のもとに立案し、これを決定するものとする。 

 

第 2 章 保安業務の運営管理体制 

（保安業務組織） 

第４条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務（以下「保安業務」という。）の総括管

理は、別表第 1 に掲げる施設整備担当課長（以下「総括管理者」という。）が行うものとする。 

２ 別表第 1 に掲げる課長補佐（以下「総括管理者を補佐する者」という。）は、総括管理者を補佐

し、保安業務を管理する。 

３ 電気工作物の設置の工事が完成するまでの間（以下「工事中」という。）の保安業務の総括管理

は、総括管理者が行うものとする。 

４ 総括管理者を補佐する者は、総括管理者を補佐し、工事中の施設における保安業務を管理する。 

５ 主任技術者を別表第 1 のとおり配置する。 

（主任技術者の義務） 

第５条 主任技術者（前条第５項の規程により配置された者をいう。以下同じ。）は、電気工作物の

工事、維持及び運用に関する保安監督の業務を総括するものとする。 

２ 主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監

督の職務を誠実に行なわなければならない。 

（従事者の義務） 
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第６条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示

に従わなければならない。 

（主任技術者不在時の措置） 

第７条 総括管理者は、総括管理者を補佐する者と協議の上、主任技術者が病気その他やむを得ない

事情により不在となる場合にその業務の代行を行う者（以下「代務者」という。）をあらかじめ指

名しておくものとする。 

2 代務者は、主任技術者の不在時には、主任技術者が行うべき職務を誠実に行わなければならない。 

（主任技術者の意見の聴取等） 

第８条 総括管理者は、電気工作物に係る保安上必要な事項を決定し、又は実施しようとするとき

は、主任技術者の意見を求めるものとする。 

2 総括管理者は、電気工作物に係る保安に関しては、主任技術者の意見を尊重しなければならない。 

3 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には、総

括管理者は、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、及び決定しなければならない。 

 

第 3 章 保安教育 

（保安教育） 

第９条 主任技術者は、電気工作物の保安管理に関する必要な事項については、関係する従事者に対

して周知徹底に努めなければならない。 

（保安に関する訓練） 

第 1０条 主任技術者は、従事者に対し、事故その他非常災害が発生したときの措置について必要に

応じ、実地指導訓練を行うものとする。 

 

第 4 章 工事の計画及び実施 

（工事計画） 

第１１条 総括管理者は、電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するにあたっては、主任技術

者の意見を求めるものとする。 

2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために電気工作物の主要な修繕工事及び改良工

事（以下「保修工事」という。）の計画を立案するものとする。 

（工事の実施） 

第 1２条 総括管理者は、電気工作物に関する工事の実施にあたっては、必要に応じ作業責任者を選

任し、主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。 

2 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した

場合には、主任技術者においてこれを検査し、保安上支障のないことを確認して引き取るものとす

る。 

３ 作業心得は、次の各号について定めるものとする。 

（１） 停電範囲と時間、作業用器具等の準備状況の主任技術者による確認 

（２） 作業時間、停電時間及び危険区域の表示 

（３） 停電中のしや断器、開閉器の誤操作の防止装置 

（４） 作業責任者の指名とその責任 

（５） 作業終了時の点検及び測定 
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（６） その他必要な事項 

 

第 5 章 保守 

（巡視、点検、測定・試験） 

第１３条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定・試験は、別表第２に定める基準に従い実

施するものとする。 

（電気工作物の維持） 

第 1４条 主任技術者は、巡視、点検、又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が

判明したときには、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若し

くは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。 

（事故の再発防止） 

第 1５条 主任技術者は、事故その他異常な事態が発生した場合には、必要に応じ、臨時に精密検査

を行ない、その原因を究明し、再発防止に遺憾のないよう措置するものとする 

（法定事業者検査等の体制） 

第 16 条 法定事業者検査は、電気主任技術者の監督の下、別途定める必要な事項をあらかじめ決定

した上で行うものとする。 

２ 法令に基づく使用前自己確認については、電気主任技術者の監督のもとで実施し、経済産業省令

で定める技術基準に適合するものであることを確認するものとする。 

（法定事業者検査の体制） 

第 1７条 法定事業者検査は、電気主任技術者の監督の下、別途定める必要な事項をあらかじめ決定

した上で行うものとする。 

（使用前自己確認の実施】 

第 1７条の 2 法令で使用前自己確認が定められている電気工作物については、電気主任技術者の指

導・監督のもとで実施し、経済産業省令で定める技術基準に適合するものであることを確認する。 

 

第 6 章 運転又は操作 

（運転又は操作等） 

第 1７条 電気工作物の運転又は操作の基準は、別に定める細則によるものとする。 

2 前項の細則は、次の各号について定めるものとする。 

（1） 平常時及び事故その他異常時における電気工作物の運転又は操作を要する機器の操作順序

及び運転方法並びに指令系統及び連絡系統 

（2） 電気工作物の軽微な事故を修理し、又は使用停止し、若しくは使用制限する等の応急措置

並びに報告又は連絡事項 

（3） 電気事業者の変電所又は営業所との連絡事項 

（4） 緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法の掲示 

3 遮断機及び断路器の開閉その他必要な事項については、別に電気事業者との間に締結している受電

に関する協定書によるものとする。 

 

第 7 章 災害対策 

（防災体制） 
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第 1８条 主任技術者は、台風、洪水、地震、火災その他非常災害に備えて、電気工作物に関する保

安を確保するために、防災思想を従事者に徹底し、災害発生時の措置に関する体制をあらかじめ整

備しておくものとする。 

２ 主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行

なう。 

３ 主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認められる時は、ただちに当該範囲の送電を停止する

ことができる。 

 

第 8 章 記録 

（記録等） 

第 1９条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する次の各号の記録は３年間保存するものとする。 

（１）点検、測定及び試験の記録（点検周期が３年を超えるものについては最新の記録） 

（２）電気事故記録 

（３）補修工事記録 

（４）受電日誌 

（５）絶縁監視装置を設置しているものにあってはその警報の記録 

２ 法定自主検査の記録は、別表第３に定めるところにより記録し、必要な期間保存するものとす

る。 

３ 使用前自己確認の結果の記録は、使用前自己確認を行った後５年間保存するものとする。 

 

第 9 章 責任の分界 

（責任の分界点） 

第２０条 電気事業者の設置する電気工作物と保安上の責任分界点は、当該施設の電気需給契約に定

めるところによる。 

（需要設備の構内） 

第 2１条 各施設の需要設備の構内図は、別に定めるものとする。 

 

第 10 章 整備その他 

（危険の表示） 

第 2２条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等で危険のおそれのあるところには、

人の注意を喚起するような表示を設けるものとする。 

（測定器具類の整備） 

第 2３条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は常に整備し、これを適正に保管しなければな

らない。 

 

附 則 

この規程は、令和８年４月 1 日から施行する。 



別表第１

 高速４号線（沼田電気室、集塵機電気室、中広電気室） 電気主任技術者
（公社職員）

 高速３号線(宇品電気室) 電気主任技術者
（公社職員）

 高速３号線(出島電気室) 電気主任技術者
（公社職員）

 高速３号線(江波電気室) 電気主任技術者
（公社職員）

施設係 課長補佐
(総括管理者を補佐する者)

 高速２号線(東雲電気室) 電気主任技術者
（公社職員）

理事  高速１号線(福田電気室) 電気主任技術者
（公社職員）

 高速１号線(馬木電気室) 電気主任技術者
（公社職員）

保全管理部長  高速１号線(温品料金所) 電気主任技術者
（公社職員）

 高速１号線(金剛寺山トンネル) 電気主任技術者
（公社職員）

施設整備担当課長(総括管理者)

 高速２号線(府中電気室) 電気主任技術者
（公社職員）

広島高速道路公社　保安業務組織図

理事長

 広島高速道路公社(本社) 電気主任技術者
（公社職員）

副理事長



 別表第２ 

維持及び運用に関する点検、測定・試験 

電気工作物 
点検、測定及び 

試験項目 
月次点

検 
年次点

検 
工 事 中
の点検 

臨時
点検 

引込設
備 

区分開閉器 
引込線等 
電線及び支持物(電柱) 
避雷器 
ケーブル 
接地線(保護管含む) 
地中電線路 

外観点検 ○ ○ ○ 必要
な都
度 絶縁抵抗測定  ○  

保護継電器動作特性
と連動試験 

 ○ 
 

接地抵抗測定  ○  

受電設
備(含む
二次受
電設備) 

断路器 
開閉器 
遮断器 
避雷器 

外観点検 ○ ○ ○ 

絶縁抵抗測定  ○  

保護継電器動作特性
と連動試験 

 ○  

絶縁油の点検・試験    

内部点検    

機能試験(VCB の真
空度確認等) 

   

計器用変成器 
母線・支持物 
電力用ヒューズ・カットアウト 
電力用コンデンサ・リアクトル 
その他高圧機器  

外観点検 ○ ○ ○ 

絶縁抵抗測定 
 

○ 
 

変圧器 外観点検 ○ ○ ○ 

漏えい電流・温度測定 ○ ○  

絶縁抵抗測定  ○  

絶縁油の点検・試験    

内部点検    

受・配電盤 外観点検 ○ ○ ○ 

負荷電圧・電流測定 ○ ○  

保護継電器動作特性
と連動試験 

 ○  

絶縁抵抗測定  ○  

受電設備の建物・室 
キュービクルの外箱 

外観点検 ○ ○ ○ 

接地装置 
(接地線・保護管含む) 

外観点検 ○ ○  

接地抵抗測定  ○  

配電設
備 

開閉器 
配電線路 

外観点検 ○ ○ ○ 

絶縁抵抗測定  ○  



電気工作物 
点検、測定及び 

試験項目 
月次点

検 
年次点

検 
工 事 中
の点検 

臨時
点検 

電線及び支持物(電柱) 
ケーブル 
接地線(保護管含む) 
地中電線路 

保護継電器動作特性
と連動試験 

 ○  

接地抵抗測定  ○  

負荷設
備 

配線及び配線器具 
開閉器等 
電動機 
照明器具 
低圧機器等 
接地装置(接地線等含む) 

外観点検 ○ ○ ○ 

絶縁抵抗測定  ○  

接地抵抗測定 
 

○ 
 

発電設
備 
(非常用
予備発
電設備
を含む) 

原動機及び付属装置始動装
置 

外観点検 ○ ○ ○ 必要
な都
度 保護装置動作試験  ○  

始動停止試験 ○ ○※  

発電機及び励磁装置 
接地装置 
(接地線・保護管含む) 
蓄電池 
充電装置 
(負荷設備低圧機器等に準ず
る) 

外観点検 ○ ○ ○ 

発電電圧・周波数等
測定 

○ ○  

絶縁抵抗測定  ○  

接地抵抗測定  ○  

液量点検 ○ ○  

内部抵抗測定  〇  

電圧・比重・液温測定  ○  

開閉器・遮断器・配電盤 
発電設備の建物・室 
キュービクルの外箱 

受電設備に準ずる 同左 同左 同左 

蓄電池
設備 

蓄電池 
充電装置 
(負荷設備低圧機器等に準ず
る) 

外観点検 ○ ○ ○ 

液量点検 ○ ○  

内部抵抗測定  〇  

電圧・比重・液温測定  ○  

絶縁監視装置 外観点検 ○ ○ ○ 必要
な都
度 設定値確認・検知動

作試験 
○ ○  

自動伝送試験 ○ ○  

設定値の誤差確認  ○  

備考 

1 臨時点検は、電気主任技術者が必要と判断したとき、総括管理者の承諾を得て実施す

る。必要な都度とは、過去の実績と使用環境状況を踏まえて、点検時期を任意に定める

ものである。 

２ ※印を付した点検項目は、自動で起動及び停止を行うことを確認するものとする。 



  

別表第３ 

 

法定事業者検査記録 
 

① 検査年月日 

② 検査の対象 

③ 検査の方法 

④ 検査の結果 

⑤ 検査を実施したものの氏名 

⑥ 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 

⑦ 検査の実施に係る組織 

⑧ 検査の実施に係る工程管理 

⑨ 検査協力会社の管理に関する事項 

⑩ 検査記録の管理関する事項 

⑪ 検査に係る教育訓練に関する事項 

 

 

   記録の保存年限は上記①～⑥は５年間、⑦～⑪は法定事業者検査を行った後 

  最初に安全管理審査の結果の通知を受けるまでの間とする。 

 


